
変圧器 コンデンサ

PCB廃棄物の処分に伴い、行政への届け出や各種手続きが必要となります。
中国電気保安協会では、お客さまのお手続きも全面的にサポートいたします。

お問い合わせは 下記連絡先または担当保安技師にご連絡ください。  URL https://www.ces.or.jp　E-Mail info@ces.or.jp

2025.9　営業部

本　　店  〒732ｰ0057 広島市東区二葉の里3丁目5ｰ7 GRANODE広島7階
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　  TEL082ｰ207ｰ1755  FAX082ｰ207ｰ1766
山陰支店  〒690ｰ0021 松江市矢田町475ｰ3  TEL0852ｰ25ｰ8452  FAX0852ｰ23ｰ6797
岡山支店  〒700ｰ0984 岡山市北区桑田町18ｰ21 エネプレイス岡山2階
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　  TEL086ｰ230ｰ0085  FAX086ｰ230ｰ0087

広島支店  〒732ｰ0057 広島市東区二葉の里3丁目5ｰ7 GRANODE広島7階 
                                                                       TEL082ｰ298ｰ3202  FAX082ｰ298ｰ3213
山口支店  〒754ｰ0021 山口市小郡黄金町2ｰ21 スクエア新山口702号
                                                                       TEL083ｰ902ｰ2830  FAX083ｰ902ｰ2840

ポリ塩化ビフェニル（PCB）は自然環境や人体に悪影響を及ぼす危険な物質です。
PCBを適正に処分・廃棄しないと自然界に流出してしまい、食物連鎖を経て人体に取り込まれる恐れがあります。

しかも、PCBによって汚染された自然環境が改善されるまでには、長い年月がかかってしまいます。

このように危険なPCBを適正に処分する目的で、PCB特措法が施行されました。
PCB特措法には罰則規定があり、PCB廃棄物を期限内に適正に処分しなかったり虚偽の届け出を行った場合、

懲役または罰金が科せられてしまいます。

中国電気保安協会では「お客さまの安全や環境を守る」という思いから、
低濃度PCB含有機器の調査から処分までのお手伝いをさせていただきます。

低濃度PCB廃
棄物の処分期

限

2027年3月31
日まで

迫っています！！

※PCB廃棄物の運搬・処分を行うことは許可を得た事業者しかできません。

提携している運搬・処分業者の調整・仲介STEP 5

PCB廃棄物の処分STEP 6

最終現地確認STEP 7

機器更新（PCB含有機器の更新）STEP 4

まずはお問い合わせください。

当協会が運搬・処分業者をご紹介し、
お客さまと業者間の仲介、調整をいたします。

当協会の担当者から、機器の種類・状況などを詳しくご説明します。
調査が必要な機器については、PCB含有分析を行うことをご提案します。

お客さまへのご説明STEP 1

絶縁油を取り出し、PCBの含有分析を行います。
※コンデンサなどの封じ切りの機器は、絶縁油を取り出すために穴を開ける必要があり、同時に機器の取替が必要となります。

お客さま設備のPCB含有分析STEP 2

廃棄の際は産業廃棄物
として処分できます。

PCB含有有無の調査結果STEP 3

0.5mg/kg以下

使用中 保管中

0.5超過～5000mg/kg以下
（低濃度PCB廃棄物）

引続きご使用
いただけます。

電路から
切り離されている
機器となります。

低濃度PCB廃棄物の処分のご支援中国電気保安協会の低濃度PCB含有機器に対するご提案

お手伝い
私たちが

します!

自然環境や人体へ悪影響を及ぼす

低濃度PCB含有機器の調査から処分まで
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中国電気保安協会では、低濃度PCB含有機器の調査から処分までの工程をお手伝いします。

PCB ポリ塩化ビフェニル ってなに？ ◆低濃度PCB含有有無の判別方法

調査

機器更新

運搬・処分

通電中の変圧器・コンデンサに近づくと感電の恐れがあり大変危険です。
まずは中国電気保安協会にご相談ください。

PCBは燃えにくい電気絶縁性に優れているため、変圧器やコンデンサ
等の電気機器の絶縁油として広く使用されました。
しかし、有害であることが判明したため、昭和47年以降は製造や新た
な使用は禁止されました。
このため、絶縁油にPCBを使用した変圧器やコンデンサ等はPCB
廃棄物として特別な保管・処分をしなければなりません。

低濃度PCBの含有が判明した機器の更新をお客さまにご提案し、お客
さまのご要望に応じ当協会が取替工事を請け負うことができます。

●PCB廃棄物はPCBの漏洩が生じないよう適正に保管・管理してください。
●保管及び処分の状況について都道府県知事（政令で定める市にあたって
は市長）に毎年届け出なければなりません。

●収集運搬や処分するときは許可業者に委託しなければなりません。
●PCB廃棄物の譲り渡し、譲り受けは原則禁止されています。

PCBは含有されていません。
引続き使用するか、通常の産業廃棄物として適正に処分してください。
処分する際に処分業者によっては、メーカーによる「不含証明書」等および
分析業者による「濃度分析証明書」等の提出が必要となります。

製造年を確認
●変圧器類
　1994年以降※1 ※2

●コンデンサ
　1991年以降※3

絶縁油※4を採取して
PCB濃度を測定

使用中：「低濃度PCB含有電気工作物」
保管中：「微量PCB汚染廃電気機器等」

現在使用している変圧器をトップランナー方式変
圧器に取り替えることにより変圧器本体の損失が
低減され、電気料金の低減が可能です。
過去の点検データおよび使用実態調査などを行い、
適正な容量の変圧器をご提案いたします。

取替依頼

取替工事

PCB

調査

機器更新

注意点！

該当

該当せず
0.5mg/kg
超過

0.5mg/kg以下変圧器 コンデンサ

お客さま 中国電気保安協会

当協会が運搬・処分業者をご紹介し、お客さまと業者間の仲介、調整をいたします。
※PCB廃棄物の運搬・処分を行うことは許可を得た事業者しかできません。

運搬・処分業者
業務範囲 運転者の教育、

マニュアルの携行等

収集運搬事業者

（積込み） （輸送） （積下し）

立会・漏洩等の
無いことの確認

立会・漏洩等の
無いことの確認

防災備品（保護衣、
流出防止用具等）の
備え付け

収集する区域の
知事の許可

積下しする区域の
知事の許可

事故等緊急時は、関係
機関への連絡、被害拡
大防止等の措置

収集・運搬の基準
収集運搬事業者の許可基準

（廃棄物処理法）

漏出・転倒等の防止等

保管事業者 処分場
委託

運搬・処分

収集 運搬 受け入れ基準

運搬計画の策定

キュービクル・電気室が
ある建物は要注意！

※コンデンサのような密
閉タイプの機器は使用
中の物でも、絶縁油の
採取のため穴を開ける
必要があり、その後は使
用できなくなるため同
時に機器の更新が必要
です。ご注意ください。

参照元：環境省・経済産業省パンフレット（2022年4月版）

※1 変圧器については、絶縁油の入替や
絶縁油に係るメンテナンスが行われ
ていないこと。

※2 富士電機製の一部の機器について
は、平成6年までに出荷された機器に
PCB汚染の可能性が残るとされてい
ます。

※3 ニチコン製のコンデンサについては、
1991年以降のものでPCB汚染の報
告があるため処分前に濃度測定をお
願いします。同社ＨＰによると濃度測
定の対象期間は、2004年3月以前と
なっています。（2022年4月時点）

※4 変圧器については、製造時に充填され
た絶縁油中のPCB濃度であること。

※判別方法は、変更となる場合があります。
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